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１．総合計画とは  

総合計画とは、伊勢崎市の未来像やこれからのまちづくりの方針を示したもので、まちづく

りの指針となる市の最上位計画です。この総合計画に、本市の目指す市の姿として、伊勢崎市

将来ビジョン「えがお咲く未来へ  持続可能な共生都市  いせさき」を定めています。その将

来ビジョンを実現するために７つの「政策」があり、その下層にそれを実現するための方策と

して３６の「重点施策」（下図の桃色枠）及び５つの「重点プロジェクト」があります。さら

に重点施策には、それを実現するための具体的手段である「重点事業」（赤枠）が紐づいてい

ます。なお、１つの重点施策に１～１０の重点事業が紐づいており、令和７年４月１日時点で

１６１の重点事業があります。（重点事業は、毎年度見直しをするため、今後変更になる場合

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上図の将来ビジョンから重点事業の概要までは第３次総合計画（本編）よりご確認いた

だけます。重点事業の詳細については重点事業調書（付属資料）よりご確認いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲第３次総合計画  
 （本編）  

【総合計画の概略図】 

▲重点事業調書  
 （付属資料）  
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２．重点事業［事前］評価とは 

（１）概要 

重点事業（下図の赤色枠）における次年度以降の取組内容等を検討し（または新たな重点事

業を位置付け）、重点施策（桃色枠）の目指す姿（橙色枠）の実現に向けて必要な改善を図る

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価の流れ 

担当課において、重点事業の次年度以降の計画について改善を図り、重点事業［事前］評価

調書を作成します。調書に基づき１次評価（担当課長）から４次評価（総合計画推進本部）ま

での内部評価を実施します。また、総合計画推進本部において、外部評価（総合計画推進会議）

に諮る事業の選定を行います。選定された重点事業については、外部評価（総合計画推進会議）

に諮り、客観的かつ多角的に事業の事前評価を行います。４次評価及び外部評価の結果を踏ま

え、最終評価（市長）を行います。最終評価の結果を担当課にフィードバックし、次年度の予

算要求につなげていきます。  
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３．総合計画推進会議による重点事業［事前］評価 

（１）対象事業 

以下の重点事業区分のいずれかに該当する重点事業のうち、特に市民や事業者への影響が多

いものを総合計画推進本部により選定しました。  

 

重点事業区分 概要 対象事業 

拡充事業 重点事業のうち、事業の拡充を予定して

いる事業 

市民活動推進事業  

多文化共生社会形成事業  

新規事業 前期アクションプランに新たに位置付け

を予定している事業 

シティプロモ―ション事業  

事業の休・廃止

を検討してい

る事業 

事業は完了していないが、一定程度の進

捗或いは他事業との優先順位付け等の理

由により、一時的な休止又は廃止を検討

している事業 

 

重点的に取り

組むべき事業 

令和５年度市民意識調査の結果より  

①「現在の伊勢崎市のイメージ」と「将来   

望む伊勢崎市の姿」のギャップが大き  

い分野（防災・防火・救急・防犯・交通

安全などが整備され、安心して暮らせ

るまち） 

②重要度が高いものの、満足度が低い分             

 野の施策（危機管理体制の充実）  

上記①、②の両方を満たす分野のうち、

第３次総合計画で重点を置くべきとした

取組に該当する重点事業  

地域防災事業  

治水対策事業  

 

（２）審議時間 

担当部からの事業説明を８分程度、質疑応答を８分程度、総合計画推進会議の委員による方向

性の決定を４分程度とし、１事業当たり審議時間を２０分とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１事業２０分  

事業説明 ８分 

質疑応答 ８分 

方向性決定 ４分 
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（２）評価の決定 

担当部からの事業説明及び質疑応答を踏まえ、客観的な視点から事業の実施の方向性を以下

の６つのいずれかから決定するとともに、必要に応じて方向性に対するコメントをまとめてい

ただきます。 

実施可 効率的・効果的な事業の実施を目指しながら、計画通り実施  

改善後実施可 事業の実施時期や実施方法等に一部改善が必要  

要検討 事業の実施時期や実施方法等を再検討  

実施不可 原則実施不可。必要に応じて事業の実施時期や、実施方法等を再検討  

休止 事業は完了していないが、一時的に休止  

廃止 事業は完了していないが、廃止  

 

（３）留意事項 

重点事業［事前］評価調書に記載された内容については、事業の実施が担保されているもので

はなく、未実施や変更になる可能性があります。また、総合計画推進会議でいただいた意見につ

いては、最終評価（市長）の際の参考とさせていただくとともに、事業実施に向けて担当課で詳

細な制度設計等を行う際の参考とさせていただきます。  




